
 

2023 年度 日独勤労青年交流 派遣事業 募集要項（＊） 

＊文部科学省による令和５年度「青少年国際交流推進事業」公募へ企画提案中 

 

１．事業趣旨 

企業訪問、合宿セミナー等の研修を通して、日本とドイツ連邦共和国の勤労青年の交流を推進するこ

とで、高い国際感覚を備えた青年の育成を図る。 

 

２．研修テーマ 「若者が活躍する社会」 
・男女ともに輝く働き方（ワークライフバランス、キャリア形成） 
・技能の継承（ものづくりに関する文化と歴史、ドイツのマイスター制度） 

 

３．実施関係機関 

（１）主催 

日 本：文部科学省 

ドイツ：家庭・高齢者・女性・青少年省 

（２）実施 

日 本：独立行政法人国立青少年教育振興機構 

ドイツ：ベルリン日独センター 

 

４．実施期間・場所 

事 前 研 修：令和 5 年 ６月２４日（土） オンライン開催 

ド イ ツ 派 遣：令和 5 年 ７月１８日（火）  ～  ８月 １日（火）  １４泊 15 日 

合 宿 セ ミ ナ ー：令和 5 年 1１月１８日（土）  ～ １１月１９日（日）  １泊 ２日 

 ※ 合宿セミナーは、国立オリンピック記念青少年総合センター（予定）で実施します。 

※ ドイツ派遣については、航空券の手配状況により 7 月 17 日（月）の夜日本を出発する可能性が

あります。 

 

５．募集人員  ７名 

 

６．応募資格 

以下の条件を満たし、ドイツでの研修の成果を日本の社会や職場・生活に活かすことができる方。 

（１）日本の国籍を有し、２０２３年 4 月 1 日現在、１８歳以上 3５歳以下の方。 

（２）社会人（職業に就いている者） 

（３）事前研修、ドイツ派遣、合宿セミナーの全期間参加が可能な方。 

（４）心身が健康で協調性に富み、研修計画に従って規律ある団体行動ができる方。 

  （５）当該事業に参加経験がない方。 

   ※ 職業分野、語学能力は問いません。  

 

７．主な研修内容 
（1）講義  
    大学教員等の専門家による、ドイツにおけるワークライフバランス 
   についての講義を聴き、社会問題等の背景も交えながら、働く人々の 
   現状に関する知見を深めます。 
 
（2）企業・団体訪問 

ドイツの企業や団体等を訪問し、ドイツの就業体制やワークライフ             
バランスに関する取り組み、技能伝承等について学びます。 

 
（3）合宿セミナー 

今年度ドイツから日本に派遣される団員とのディスカッションを 
   通して、若者が活躍する社会について考えを深めます。ドイツ派遣時 
   及びドイツ団日本受入時の計 2 回実施します。 

 合宿セミナーでのディスカッション 

ベルリン市内視察研修 



  

<参考：2019 年度のドイツ派遣プログラム>  

※ 2023 年度プログラムは現在調整中。受入団体の都合等により、滞在都市とプログラムには変更があり得ます。 

※ 2023 年度は、ホームステイプログラムは実施いたしません。ご了承ください。 

※ 2020～2022 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で派遣プログラムは実施していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．諸経費（当機構にお支払いいただく経費）   参加費：200,000 円（参考額） 

（１）航空券手配時の価格変動により、参加費については参考額と異なる場合があります。 

（２）ドイツ国内でのプログラムにおける宿泊費、食事、移動交通費はドイツ連邦政府が負担します。 

（３）事前研修及び合宿セミナーにかかる宿泊費・食費は、当機構で負担します。 

   なお、国立オリンピック記念青少年総合センターまでの往復交通費は、事前研修及び合宿セミナー 

      実施後、当機構の規定により参加者指定の銀行口座に振込みにてお支払いします。 

（４）ドイツ派遣の際、自宅から成田又は羽田空港（事前研修までに決定）までの往復交通費、ドイツの 

      関係団体等への資料やお土産代、プログラム中に提供される食事以外の飲食費は、別途自己負担と 

      なります。  

 滞在地 時間 プログラム 

1 日目 
東京 

ベルリン 
午後 羽田空港発 

テーゲル空港着 

2 日目 ベルリン 

午前 
 
 

午後 

講義：ベルリン日独センター概要説明 
講義：男女双方にとってのディーセント・ワーク 
   ～ドイツの視点で捉えるワークライフバランス～ 
団ミーティング 

3 日目 ベルリン 
午前 
午後 

訪問：ドイツ手工業中央連盟～手工業における後継者確保～ 
ベルリン市内歴史研修 
夕食会 

4 日目 
ベルリン 

ラーヴェンス

ブリュック 

午前 
午後 

自主研修 
移動、日独合宿セミナー 
交流会 

5 日目 
ラーヴェンス

ブリュック 

午前 
 

午後 

見学：ラーヴェンスブリュック警告・追憶の場所（強制収容所跡） 
全体会、班別ディスカッション 
 テーマ：変化する労働環境における若者の可能性と責任 
交流会 

6 日目 
ラーヴェンス

ブリュック 
ベルリン 

午前 
 

午後 

班別ディスカッション 
全体発表会 
移動 

7 日目 
ベルリン 

エアフルト 
午前 
午後 

団ミーティング 
移動、地方プログラム歓迎夕食会 

8 日目 エアフルト 
午前 
午後 

エアフルト市内見学 
自主研修 

9 日目 エアフルト 

午前 
 
 
 

午後 

①訪問：（有）TMP 窓・ドア  
②訪問：カフェ・ローベンシュタイン 
③訪問：㈲ドイツ IHI チャージングシステムズ・インターナショナル 
①訪問：クリークホフ工務店 
②訪問：（有）フォークトエレクトロニック 
③訪問：ホテル・リンデンホーフ 

10 日目 エアフルト 

午前 
 
 

午後 

①訪問：エアフルト応用科学大学 
②訪問：エアフルト市役所 人事・組織局 
③訪問：雇用エージェンシー（職安）職業相談部門 
①訪問：テューリンゲン州教員研修センター 
②訪問：テューリンゲン州子ども・若者保護協議会 
③訪問：ジョブセンター（求職者基礎保障）25 歳未満対応チーム 

11 日目 エアフルト 午前 
午後 

団ミーティング 
ホームステイ 

12 日目 エアフルト 終日 ホームステイ 

13 日目 エアフルト 午前 
午後 

ホームステイ 
学習成果発表会、歓送交流会 

14 日目 エアフルト 午後 ライプツィヒ空港発 

15 日目 東京 午前 羽田空港着 



  

９．新型コロナウイルス感染症対策等について 

 （１）ドイツ渡航時に、ドイツ側実施機関の指示に従い必要な感染対策を行って頂きます。 

（２）ドイツ渡航前に WHO 緊急使用リスト（＊）に記載されている新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）ワクチンを 3 回接種し、その接種を証明する書類の写しを当機構にご提出くださ

い。提出期日や提出方法の詳細については参加決定後別途お知らせします。 

＊https://extranet.who.int/kobe_centre/covid/qa/q13_vaccines2 

（３）ドイツ滞在中は当機構の負担で海外旅行保険に加入しますが、現地で発生する医療費については

一時的に参加者に立替えて頂く必要がございます。 

（4）本募集開始後、政府（ドイツ政府を含む）による新型コロナウイルス感染症に関する規制が強化さ

れ、予定しているプログラムが実施困難な場合には、プログラムの変更又は中止することがござ

います。 

     

10．提出書類 

 （１）申込書 

指定様式を下記 URL よりダウンロードし所定事項記入の上、提出先メールアドレスに送付してく

ださい。（様式及び、ファイル形式は改変不可） 

     URL：https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/R5kinroumoushikomisyo.xlsx 

          
 （２）参加志望動機書 

    下記要領で作成し、Word ファイル（様式自由）で提出先メールアドレスに送付してください。 

 

・題名を付し、800 字以上 1,200 字以内の文章とすること（題名及び氏名は字数に含めず）。 

・Ａ４サイズ、横書きで作成し、氏名を明記すること。 

・下記３項目に関する内容を含むこと。 

①参加志望動機 

   ②ドイツで学びたい内容 

   ③事業で学んだことを帰国後の活動にどのように活かすか 

 

（３）調査票 

指定様式を下記 URL よりダウンロードし所定事項記入の上、提出先メールアドレスに送付してく

ださい。（様式及び、ファイル形式は改変不可） 

  URL：https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/R5kinrouchousahyou.docx 

     ※選考で派遣が決定した方には所定の健康診断書を提出していただきます。 

 

１１．提出先と締切 

 ２０２３年 4 月 28 日（金）17 時（必着）までに国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金部国際・

企画課の下記メールアドレスに送付してください。 

    国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部国際・企画課  

    E-mail： honbu-kokusaikikaku@niye.go.jp 

     【件名】2023年度日独勤労青年交流事業 応募書類送付（名前：フルネーム） 

＊当機構は、本事業について令和５年３月２２日より文部科学省が実施している「令和５年度青少年

国際交流推進事業」の公募に企画提案を行っており、本提案が文部科学省により採択されなかった

場合には、本事業を中止いたします。その際、すでに徴収済みの参加費があった場合は全額返金い

たします。 

申込書記入上の注意 

 ・ 「趣味・特技」：段、級、資格等を持っている場合は記入してください。 

 ・ 「外国語」：外国語の会話能力を以下のレベルより選び、該当するアルファベット 1 文字を残して、 

    他の 4 文字はすべて消してください。語学資格を有する方はあわせて記入してください。 

A．会話が堪能である。 B．話の大要を理解でき、ほぼ自分の意思を伝えられる。 

C．簡単な日常会話が可能である。 D．簡単な挨拶ができる。 Ｅ．できない。 

 



  

１２．参加者の選考、決定について 

 提出書類を基に厳正な選考を行い、5 月下旬を目処に電子メールで連絡いたします。 

 

１３．個人情報の取り扱いについて 

応募に際してご記入いただいた個人情報は、「独立行政法人国立青少年教育振興機構が有する個

人情報の適切な管理に関する規定」に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法

令等に定める場合を除いて、第三者に開示することはありません。 

 本事業で職員等が撮影した画像、制作物、感想文等の著作物を、当機構の広報等に使用する目的 

で、報告書や刊行物、インターネット（ソーシャルメディアサービスを含む）等に掲載することが 

あります。また、新聞社、雑誌社が発行する刊行物に記事・写真を掲載することもあります。 

 なお、当機構がインターネット上に公開した肖像及び著作物について、本人（又は保護者）から 

削除依頼を受けた場合は速やかに削除します。ただし、印刷物等については対応できかねますので 

ご了承ください。 

 また、今後、当機構が実施する国際交流事業・教育事業等に関するご案内をお送りする場合があり

ます。 

 

１４．過去事業の様子について 

      過去の「日独勤労青年交流事業」についての詳細は、当機構ウェブサイト「機構本部国際交流事 

     業一覧」（URL： https://www.niye.go.jp/services/jigyo-itiran/education）をご参照ください。 

申込書送付先及び問い合わせ先 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部 国際・企画課  
〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

TEL ０３－６４０７－７７５６ （平日の午前９時～午後５時 45 分） 

FAX ０３－６４０７－７７２０ 

E-mail  honbu-kokusaikikaku@niye.go.jp 

（FAX、メールで質問・連絡する際には、①氏名、②ご連絡先、③参加希望事業名をご記入ください。） 

 

参加資格の取消及び参加者の都合による参加決定後の取消等について 

１．参加資格の取消 

   以下の場合は参加資格を取り消すことがあります。 

（１）参加決定後、指定の期日までに参加費の入金をしなかった場合。 

（２）事前研修に全期間参加しなかった場合。 

（３）派遣事業前に対象者として不適当と認められた場合。 

（４）提出書類に虚偽の申請があった場合。 

 

２．参加者の都合による参加決定後の取消 

ご本人の都合（新型コロナウイルス感染症の罹患を含む）により事業への参加を取り消す場合に

は、すみやかに当機構国際・企画課まで電話で連絡（平日の午前９時～午後５時４５分）するとと

もに、本人及び推薦者より辞退理由書（様式自由）を必ず文書にてご提出ください。なお、旅行会

社規定の期限以降に参加を取り消す場合には、所定の取消料及び販売手数料、振込手数料をお支払

いいただきます。 

 

３．派遣事業実施期間中の帰国 

（１）ご本人の都合により派遣事業実施期間中に日本に帰国する場合、参加費は返金いたしません。 

（２）派遣事業実施期間中にプログラムの趣旨にそぐわない行動があった場合、団長及び引率スタッ

フの指示に従わない場合、あるいは現地の法令等に反する行為があった場合、直ちにプログラ

ムから離れ、自費にて帰国していただきます。 

（３）病気、傷害またはプログラムに引き続き参加が耐えられない事情が発生した場合、治療を受ける

ことなどの処置を、団長及び引率スタッフがとることがあります。また帰国が必要な場合は、自

費にて帰国していただきます。 


